
- 1 - 

 

１ ６つのまちづくり目標の進捗状況 

 新居浜市の「環境の現状と課題」や「市民・事業者アンケート調査結果」及び「第四次

長期総合計画」などを踏まえ、めざす環境像「こどもたちの未来のために～人と自然が共

生し、かけがえのない環境を大切にするまち“にいはま”」を実現していくために、６つの

まちづくり目標を掲げ、基本方針を取りまとめています。 

 ここでは、６つのまちづくりの目標の平成２２年度における進捗状況をご報告します。 

 

 

 

 

１．取組み状況 

 大気や水、土など良好な状態を保ち、安全な食品に気を配り、不快な音や揺れ、悪臭の

ない暮らしを大切にするため、施策の体系に基づき、４９の項目に分けた計画となってい

ます。 

 平成２２年度の主な取組み状況として、 

○大気汚染対策 

  監視システムの充実として市内３測定所にて監視を実施。（環境保全課） 

○水質汚濁対策 

市街地の公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全を図るため、浄化槽設置補助の

実施や公共下水道の整備を実施。（下水道建設課・環境保全課） 

○土壌・地下水の保全 

    ２地点で有害物質の調査を行い、上水道水源地２２箇所で定期的に水質検査を行

い、水位観測所１２か所で連続観測を行っている。（水源管理課・環境保全課） 

○悪臭対策 

  発生源が不明なものも含め５件の悪臭苦情を処理。（環境保全課） 

○騒音・振動対策 

  市内５区間の道路交通騒音調査を実施。（環境保全課） 

○有害化学物質対策 

  環境調査については、県において調査実施するが、連携は必要。 

○食環境の保全 

学校給食には無添加食品や安全で新鮮な地元農産物の使用に努めている。また、

一部の小学校では食品リサイクルを推進している。さらに、一次加工物による堆肥

を使用し、学校農地で農作物の生産を始めた。（学校給食課） 

 

 など、人の健康の保護及び生活環境の保全に努めています。 

①暮らしを大切にするまち（生活環境の保全） 
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２．目標設定項目の進捗状況 

 

 大気汚染物質については、自動測定機により常時監視しており、３項目は環境基準を達

成していますが、光化学オキシダントが環境基準を達成していません。原因としては、測

定時の気象条件や大気中に自動車や事業所から排出される窒素酸化物等の影響が考えられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

基準数値

基準年度

1
二酸化硫黄

（ＳＯ２）
環境基準の
達成維持

環境基準達成
（4/4地点）

2
二酸化窒素

（ＮＯ２）
環境基準の
達成維持

環境基準達成
（4/4地点）

3
浮遊粒子状
物質
（ＳＰＭ）

環境基準の
達成維持

環境基準達成
（4/4地点）

4
光化学オキシ
ダント
（Ｏｘ）

環境基準の
達成維持

環境基準未達成
（0/4地点）

5
８７３基
（Ｈ１４）

１，７３０基

6
環境基準の
達成維持

環境基準達成
(大気1地点、土壌1地点、海域

１地点)

環境保全課 ２地点で実施

水源管理課 １２地点で実施

8 下水道建設課
４８．９％
（Ｈ１４）

５６．８％

9
５７か所
（Ｈ１６）

５３か所

10
２２人

（Ｈ１６）
４１人

評　価

合併処理浄化槽設置基数

（補助対象累計）

ダイオキシン類の環境調査
（大気・水質・土壌）

項　　　　目 担当課

環境保全課

Ｈ２２年度
進捗状況

大気汚染物
質の環境濃
度の目標値

環境基準の達成維持

目標数値

環境基準の達成維持

環境基準の達成維持

環境基準の達成努力

番号

環境基準の達成維持

環境保全行動計画
（Ｈ２２年度）

１，７３１基

認定農業者数

公共下水道人口普及率

水質・水位の定期
調査

水位の定期調査

農林水産課

7 地下水調査

自然農園開設箇所数

水質の定期調査

―

５３か所

３９人
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１．取組み状況 

 海、川、山など健全な自然環境とともに生活することが、人間にとって最も大切であり、

新居浜市にある豊かな自然を保全し回復させるため、施策の体系に基づき、５１の項目に

分けた計画となっています。 

 平成２２年度の主な取組み状況として、 

○野生動植物の保護 

『ツガザクラ自然保護協議会』において、ツガザクラ等の保護のため、保護柵の

設置・維持管理及び定点観測を実施。（環境保全課） 

○森林の保全整備 

搬出間伐等の森林施業を 88.15 ha、林内作業路 14,509ｍの開設。（農林水産課） 

 ○農地の保全整備 

    自然農園の開設や市内３ヵ所に景観形成作物を植え付け自然体験学習を実施し、

遊休農地の活用に努めている。（農林水産課・農業委員会事務局） 

 ○河川・水路の保全整備 

河川や水路の散乱ごみの除去や除草の実施。（市民活動推進課・下水道建設課・ご

み減量課） 

 ○海域・海岸の整備 

    一部護岸の老朽化が激しいところについて、改修を実施。（農林水産課） 

 ○防災対策 

    中萩校区に一時避難地として活用できる公園の整備を実施。また、不足している

地区への公園の設置を目指す。（都市計画課） 

 ○計画的土地利用 

    地域の土地利用の実態に整合していない箇所等について地域の実情に応じた見直

しを行い、適正かつ合理的な土地利用を進める。（都市計画課） 

  

 など、人と自然が共生する環境の実現に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

②自然を大切にするまち（自然環境の保全） 

一次避難地としての活用もできる 

中萩きらきら公園 
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２．目標設定項目の進捗状況 

 

 生き物調査とリストの作成については、「水生生物マップ」の作成に取組み目標どおり進

んでいます。また、緑被率、海域の環境基準は目標どおり進んでいますが、尻無川の水質

は改善されたものの、東川の水質改善は目標に達していません。自主防災組織の結成は順

調に推移し、目標値を達成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準数値

基準年度

11 環境保全課 ― ２分類

12 都市計画課
５９．１％

（Ｈ７）
現状維持

13

尻無川３．６ｍｇ／ｌ

　（Ｈ１３）

東 　川４．３ｍｇ／ｌ

　（Ｈ１３）

尻無川
２．３ｍｇ／ｌ

東 　川
４．９ｍｇ／ｌ

14
３１．０％
（Ｈ１４）

１００％
（1２/1２）

15 防災安全課
１５．６％
（Ｈ１５）

１００％

緑被率

Ｈ２２年度
進捗状況

環境保全課

目標数値

項　　　　目 担当課番号 評　価

生き物調査とリストの作成

尻無川・東川の水質改善
（ＢＯＤ）

海域の環境基準達成率
（ＣＯＤ）

自主防災組織の組織率

環境保全行動計画
（Ｈ２２年度）

２分類

現状維持

３．０ｍｇ／ｌ
以下

１００％

１００％
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１．取組み状況 

身近に自然が感じられるような公園や水辺などの憩いの場や、歴史・文化を感じさせて

くれるまち並み景観など、魅力あるまちづくりを進めるため、施策の体系に基づき、３９

の項目に分けた計画となっています。 

 平成２２年度の主な取組み状況として、 

○公園・緑地の整備 

   滝の宮公園にある遊具の更新を行うなど、積極的な整備に努め利用者増大の効果

があった。また、駅前地区に街区公園を２公園新設。（都市計画課・区画整理課） 

○公共空間の創造 

   中萩きらきら公園の整備にあたっては、トイレだけでなく動線や駐車場について

もバリアフリー対応としている。（都市計画課） 

 ○歴史的文化遺産の保存と活用 

    地域資料の収集・保存を実施し、既存の郷土資料のデータ見直しと整理、寄贈資

料の受け入れを実施。（別子銅山記念図書館） 

 ○都市景観の形成 

  新居浜市水田農業推進協議会において、地力増進作物であるレンゲの種子の配布

を行い、田園環境の保全に努めている。（農林水産課） 

 

 など、潤い、安らぎのある都市環境の実現に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③まち並みを大切にするまち（魅力ある都市空間の形成） 

新しく整備された駅前西公園 
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２．目標設定項目の進捗状況 

 

 公共施設の緑化については、ＪＲ新居浜駅前区画整理事業で街路樹等の植栽や公園の整

備によって増加しています。ビオトープの創出か所については、増加していないため目標

が達成できそうにありません。その他の項目については、予定どおり進捗しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準数値

基準年度

16 都市計画課
１０．７㎡
（Ｈ１４）

１０．７㎡

17 環境保全課 ― ３か所

18

建築住宅課
学校教育課
社会教育課
区画整理課

緑化面積の増加
増加

（区画整理事業）

19
スポーツ文化課
別子銅山文化遺

産課

良好なデザインの
説明板整備

随時整備
（Ｈ２２／０件）

評　価
Ｈ２２年度
進捗状況

番号

公共施設の緑化

目標数値

ビオトープの創出か所数

緑化面積の増加

項　　　　目 担当課

市民一人当たりの都市公
園等面積

良好なデザインの説明板整備
指定文化財等の説明板整
備

環境保全行動計画
（Ｈ２２年度）

１１．０㎡

（平成20年度　５か所）
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１．取組み状況 

 私たちは自然に依存する資源・エネルギーを大量に消費し、自然界へ廃棄物を大量に排

出しています。自然の環境調整能力の範囲内で持続的活動を進めていく循環型社会の仕組

みをつくるため、施策の体系に基づき、７２の項目に分けた計画となっています。 

 平成２２年度の主な取組み状況として、 

○省資源・エネルギー対策 

   住宅用太陽光発電システムを設置される方へ、補助を実施。（建築指導課） 

○新エネルギーの導入 

   平成１５年度から清掃センターにてごみ焼却の際に発電を行い、電力を清掃セン

ター場内にて使用。（環境施設課） 

    全小中学校の屋上に太陽光発電システムを設置。（学校教育課） 

○水資源の有効利用 

   水道週間に小学生を対象に施設見学、体験学習を実施し、また市ホームページで、

地下水位の状況を掲載し、水道に対する啓発活動を実施。（水道局総務課） 

○ごみの発生抑制と減量化 

   平成２０年にレジ袋削減推進協議会を設置し、平成２１年６月１日から市内スー

パー６事業者１９店舗（Ｈ２２は２１店舗）において、レジ袋無料配布を中止。平

成２２年６月には、６事業者、市民団体と協働で１周年キャンペーンを開催。（ごみ

減量課） 

○資源化・リサイクルの推進 

   リサイクルプラザが平成２１年９月末に完成したので、適正な維持管理を実施す

るとともにリサイクルの推進を図る。（環境施設課） 

○廃棄物の適正処理 

   平成２０年度より、布団類、大型プラスチック類、雑ごみを中間処理することに

より、埋立ごみの減量化を図っている。（環境施設課） 

○環境美化対策 

    東川・尻無川の愛媛県と管理協定を締結している区間について除草を実施した。           

平成２２年度において各種ボランティア団体により、尻無川・東川・北河川の清掃

作業をおこなった。（下水道建設課・市民活動推進課） 

 

 など、環境への負荷の尐ない循環型社会の構築に努めています。 

 

 

④資源・エネルギーを大切にするまち（循環型社会の形成） 
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２．目標設定項目の進捗状況 

 

 市民一人一日あたりのごみ発生量は、年々減尐傾向にあり、リサイクル率も順調に増加

しています。ただし、依然全国平均、愛媛県平均より高い数値であり、今後もごみの減量

化に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準数値

基準年度

20 環境保全課
５，２９５ｋｗｈ

（Ｈ１４）
５，８８２ｋｗｈ

21 管財課
３台

（Ｈ１４）
４２台

22 水道局工務課
８７．６％
（Ｈ１４）

９１．１％

23
１，５２１ｇ
（Ｈ１４）

１，０３５ｇ

24
７．７％
（Ｈ１４）

１９．１％

25 ― ３６店舗

26
グリーン購入の推

進
グリーン購入率

９７％

27
学校教育課
環境保全課

学校版ＩＳＯ認証
学校の増加

３校

28 市民活動推進課
３４件

（Ｈ１５）
８５件

29 建築指導課
０件

（Ｈ２０）
１７８件

環境保全課

資源ごみのリサイクル率

番号 項　　　　目 担当課 評　価

目標数値

Ｈ２２年度
進捗状況

一般家庭年間電力消費量
（一世帯当たり）

ごみ減量課

市民一人一日当たりのご
み排出量

市の公用車への低公害車
等の導入
（累積数）

上水道有収率

にいはまグリーンショップ認
定店舗数

市の事務用品のグリーン購
入

学校版ＩＳＯ認証学校

公共施設愛護事業登録件数

グリーン購入の推進

学校版ＩＳＯ認証学校の増加

住宅用太陽光発電設備補
助基数

環境保全行動計画
（Ｈ２２年度）

６，７０２ｋｗｈ

４１台

８９．６％

－

２０．４％

４５店舗

９０件

１００件

太陽光発電システムを導入した 

金子小学校 



- 9 - 

 

 

 

 

１．取組み状況 

 市民・事業者一人ひとりの活動が、地球環境問題に大きく関わっていることを認識し、

地域レベルから地球環境の保全に取組むため、施策の体系に基づき、１９の項目に分けた

計画となっています。 

 平成２２年度の主な取組み状況として、 

○地球環境問題への関心と理解 

  平成２１年１１月２８日地球高温化対策地域協議会を設立（市民・事業者・行政が

協働で温暖化防止を推進するための組織で２７９団体加入）。幹事会により実行計画を

検討し、パンフレット「家庭でできる省エネ」を市政だより折込み、啓発カード型カ

レンダー配布、総会において環境学習講座を開催した。（環境保全課） 

○地球温暖化防止 

   １０件（９団体・１個人）を推薦し、環境美化推進協議会の表彰を受けた。（市民活

動推進課） 

○オゾン層の保護 

○その他の取組 

   林内作業路網の開設など低コスト林業を推進することで間伐材の搬出を促進し、ま

た、川下である木材加工業者へ支援を実施。（農林水産課） 

 

など、地球にやさしいまちの実現に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤かけがえのない地球を大切にするまち（地球環境の保全） 

地球高温化対策地域協議会第 1 回総会 
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２．目標設定項目の進捗状況 

 

 市の事務事業における温室効果ガスの総排出量については、一般廃棄物に含まれる廃プ

ラ焼却量減尐のため、大幅に目標を達成できました。また、電気使用量等は減尐しており、

節電等の省エネの意識が浸透してきているものの、環境家計簿の利用者は目標を達成でき

ませんでした。引き続き環境負荷軽減に向け取組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準数値

基準年度

30 ― ３０４世帯

31
３２，３６７ｔ-CO2

（Ｈ２０）
２７，６２９ｔ-ＣＯ２

（１４．６％減）
－

環境保全行動計画
（Ｈ２２年度）

３２０世帯

温室効果ガス総排出量
（市の事務事業）

環境家計簿の利用状況

番号 評　価

目標数値

Ｈ２２年度
進捗状況

環境保全課

担当課項　　　　目
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１．取組み状況 

 市民・事業者一人ひとりが、環境に対する高い意識を持ち、より良い環境まちづくりに

取組みます。市は率先して行動し、市民・事業者の活動を支援するため、施策の体系に基

づき、４９の項目に分けた計画となっています。 

 平成２２年度の主な取組み状況として、 

○環境教育・学習の推進 

   自然環境をよく理解するための現地講座あるいは講座内の数回において、環境教育

を実施。（学校教育課・市民活動推進課・環境保全課） 

○生涯を通じた環境教育 

   総合的な学習の時間、夢広がる学校づくり事業、県指定研究事業、スクールエコ運

動、常時活動等により、省エネルギー教育やごみの分別排出、リユース、リサイクル

活動などの体験活動を通じて環境問題解決の行動力を養っている。（学校教育課） 

○環境保全活動の推進 

   企業立地促進条例による環境保全施設等奨励金を通じて、環境に配慮した事業活動

の支援を実施。（商工労政課） 

   ごみの資源化・減量化の推進を目的として、資源ごみ回収活動を行っている民間団

体に対し、回収量に応じた奨励金を交付。（ごみ減量課） 

○環境情報の提供 

   ホームページ、市政だより、ちらし等で自然観察会、講演会等の参加の呼びかけを

実施。（環境保全課） 

○実施のための基盤整備 

   平成２２年度末の新居浜市公共施設愛護事業の登録件数は８５件、施設別では、道

路４９件、公園５０件、河川１２件、海岸４件、文化財１件の１１６件であり、多様

な環境まちづくりに活用している。（市民活動推進課） 

 

など、地球環境の保全に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥人を大切にするまち（環境教育・学習の推進） 

小学生による 

シイタケのホダ木作りの様子 
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２．目標設定項目の進捗状況 

 

 市政だより・ホームページ等で市民活動情報を提供しましたが、今後は市民の方々の環

境活動情報を提供する工夫が必要と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準数値

基準年度

32 環境保全課
４団体

（Ｈ１４）
６団体

33 各課所
市民活動情報の

提供

広報誌、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、
CATV等による市民
活動情報の提供の実
施

市民活動情報の提供

こどもエコクラブの推進

広報誌や情報誌、インター
ネットなどによる市民活動
情報の提供

環境保全行動計画
（Ｈ２２年度）

８団体

番号 項　　　　目 評　価

目標数値

Ｈ２２年度
進捗状況

担当課
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２ 取組み（平成２２年度）に対する評価 

 平成２２年度は、環境保全意識の啓発を図るため、太陽光発電の設置補助を平成２１年度

に引き続き実施し、１７８基の補助を行いました。 

 エコアクションプランにいはまについては、地球温暖化対策の推進に関する法律に定め

る排出係数や環境省のガイドラインの変更を踏まえ、平成２５年度に向けて順調に推移し

ていますが、コピー用紙購入量他５項目が基準年度増となっており、引き続き温室効果ガ

ス削減に向け努力する必要があります。 

 また、「エネルギー使用合理化に関する法律」の法改正が、平成２２年４月より施行され、

これに伴い全施設（指定管理者施設含む）の年間エネルギー使用量の国への報告及び全体

で「年平均１％」のエネルギー使用効率の改善が義務付けられたため、平成２２年１１月

に庁内にて「省エネ推進会」を立ち上げ、全庁的なエネルギー管理の実施（管理マニュア

ルの作成、省エネ措置の実施）を行いました。 

 ごみの量は、全国平均や愛媛県の平均と比較するとまだ多い状況ですが、順調に減りま

した。リサイクル率も前年比で増加し、古布や使用済み天ぷら油の回収など、各家庭から

出されるごみの量を削減するための施策にも積極的に取組んでいきます。 

 また、市民・事業者・行政が協働で温暖化防止を推進するための組織として設立した「地

球高温化対策地域協議会」において、家庭でできる省エネ行動を紹介したパンフレットの

配布など市民一人ひとりに意識啓発を行いました。 

 市の環境活動は、新居浜市独自の環境マネジメントシステム Ni-EMS（ニームス）による

進行管理を継続し、市民監査により外部評価制度を取り入れ、より実効的な環境改善を推

進しています。また、市民や事業者の皆さんは、市民一斉清掃やアダプトプログラムによ

るボランティア清掃や環境美化活動を行っております。 

 今後も環境基本計画のめざす環境像『こどもたちの未来のために―人と自然が共生し、

かけがえのない環境を大切にするまち“にいはま”―』の実現に向け、市、市民、事業者

が一体となって取組んでいく必要があります。 

 


